
申請から登録完了までの流れ 

 

 ８月に受付をした申請書類について、町では、次の順序で事務を進めてまいり

ます。申請した事業者様が登録番号を確認できるのは、申請から数か月後となり

ます。 

 

事業者                   島本町 

 

 

 

 

 

 

                        

 

※申請書類に返信用ハガキを同封して 

おられた事業者様に、受付日を押印して 

返送します。 

この時点で、受付番号は空白です。 

 

 

 

 

 

                

                ※申請書類の不足や疑義がある 

事業者様に連絡します。 

 

 

 

 

 

                

 

 

※受付番号（＝登録番号）を付して事業者名を 

町ホームページで公表します。 

 

申請書類を提出 

申請書類の簡易チェック 

受付ハガキの返送を確認 

申請書類の本チェック 

審査会で 

有資格者を決定 

町ホームページで 

有資格者名簿を確認 

（登録完了） 

書類不備・疑義照会 

への対応 

システム入力 


